
＜宮崎県外の高等学校等に通学されている方＞

申請者（保護者等）は宮崎県内に住所を有していますか。

高等学校等就学支援金（高校生等・学び直し・専攻科）の受給要件のう
ち、在籍年数等、所得以外の全ての要件を満たしていますか。

生徒は申請年度７月１日現在、私立高等学校等に在学していますか。

（休学中の者、児童養護施設等に入所又は里親に養育を委託されており、

児童福祉法による措置費（見学旅行費又は特別育成費）が措置されてい

る者を除く。）

申請年度の保護者等全
員の住民税所得割が非
課税（０円）ですか。

1～12月の解雇、経営悪
化、災害、傷病等により
家計が急変し、翌年度住
民税所得割非課税世帯に
相当する見込みですか。
（生活保護を除く。）

申請年度７月１日現在、生活保護（生業扶助）を受給していますか。
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Ａ－１ 生活保護受給区分
〆切：令和３年１１月１９日(金)

はい

いいえ

いない

いる

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

はい
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Ａ－２ 住民税所得割非課税区分
〆切：令和３年１１月１９日(金)

B
家計急変
区分
〆切：

令和４年

２月２５日(金)

申請年度４月１日現在、生活保護（生業扶助）を受給していますか。

申請前年度の保護者等全員の住民税所得割が非課税
（０円）ですか。
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Ｃ－１ 生活保護受給区分
〆切：令和３年９月１７日(金)

いいえ

はい

いいえはい

Ｃ－２ 住民税所得割非課税区分
〆切：令和３年９月１７日(金)

R3宮崎県みやざき文化振興課

宮崎県私立高等学校等奨学給付金
高校生等のみなさんが安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担軽減のため、「奨学

給付金（奨学のための給付金）」を給付します。（返済不要）

受給要件と申請区分（定期給付）

新入生の方はこちらも御覧ください（一部早期給付）
新入学時の負担軽減のため、希望する方に4分の1の額を先行給付します。なお、一部早期給付を受

けた方が上の定期給付を受けるためには別に申請が必要です。その際の額は、年間の基準額から一部早

期給付の額を差し引いた額（基準額の4分の3）となります。

定期給付の要件を満たす方は、一部早期給付の申請を行わずに定期給付１回の申請で全額を受給する

こともできます。（定期給付と一部早期給付では判定の基準年が違いますのでご注意ください。）

※住民税の額は、毎年５月末頃勤務先から配布される通知書や市町村で発行する所得課税証明書で確認できます。


